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第１回定例会は、３月７日から21日までの、15日間の会期で開催されます。

　定例会には、町から議案19件、同意１件が提案され、議会から発委２件、意見書１件を提出して

います。

令和７年第１回定例会で審議する議案

１日目

・令和６年度一般会計補正予算（第６号）

・令和６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

・令和６年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

・令和６年度簡易水道事業会計補正予算（第２号）

・令和７年度仁木町行政と予算案の大綱、教育行政執行方針

２日目

・令和７年度一般会計、各特別会計及び簡易水道事業会計予算　※予算委員会で審査

・仁木町職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例制定について※予算委員会で審査

・報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例改正について※予算委員会で審査

・仁木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
　例制定について※予算委員会で審査

・仁木町税条例等の一部を改正する条例制定について※予算委員会で審査

・仁木町地域支援事業及び生活支援事業条例の一部を改正する条例制定について
※予算委員会で審査

・特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の特例を定める条例の制定について

・職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定について

・仁木町職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について

・仁木町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

・仁木町職員の給与に関する条例及び仁木町情報公開・個人情報保護審査会条例
　の一部を改正する条例制定について

・仁木町犯罪被害者等支援条例の制定について

・仁木町教育委員会委員の任命について

３日目
以降

・予算特別委員会審査報告書　※報告後、議案ごとに討論・採決

・仁木町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例制定

・専決処分事項の指定

・意見書（高額療養費制度の見直しの撤回を求める意見書）

第１回定例会３月７日(金)開会



一 般 質 問
１０日午前９時３０分から

手続き簡単！氏名と住所を書くだけ傍聴に来てください
お問い合わせは 議会事務局 (３２－３９５４) まで

町政のここが聞きたい！

今回は私が
質問をします！

令和７年度の予算を審査する特別委員会が、３月10日の定例会２日目に設置される予定です。設置
された場合の委員会日程は、次のとおりです。

◆委員会日程（予定）

・３月11日（火）午前９時30分～　予算関連条例、当初予算の説明

・３月12日（水）午前９時30分～　予算関連条例、一般会計予算の質疑

・３月13日（木）午前９時30分～　一般会計予算、特別会計予算、簡易水道事業会計予算の質疑

・３月17日（月）午前９時30分～　特別会計予算、簡易水道事業会計予算の質疑、

　　　　　　　　　　　　　　　　 予算関連条例、当初予算の討論・採決

※３月14日（金）・15日（土）・16日（日）は休会となります。

当初予算は委員会で審査

上村智恵子 議員 地方自治法改正についての町長の考えは

内

容

昨年６月19日に地方自治法の一部が改正された。日本国憲法は、「地方自治」を明記した第８章

を設け、団体自治と住民自治を保障しているが、国の恣意的判断で自治体が国に従属されることな

ど、あってはならないのではないか。

　また、新たな指示権の枠組みを導入することは、憲法で保障された地方自治を壊すことにつなが

るのではないか。

　町長の見解を伺う。

◆定例会日程
１日目　３月　７日(金)　午前９時30分～

　２日目　３月１０日(月)　午前９時30分～

※３日目は進行状況により決定されますので、議会事務局までお問い合わせを！

上村智恵子 議員 定住促進の施策は

内

容

本町は住宅補助で、毎年効果を上げてきた。３月には、仁木インターが開通予定であり、札幌圏

から移住したい人には絶好の機会だと考える。

　しかし、仁木に住みたい、住宅を建てたいと思っていても、土地を探すのに一苦労である。宅地

分譲や、空き地、空き家などの情報窓口の設置はできないのか。

　また、旧若松団地跡地に農地付き住宅を整備すると聞いた際には期待したが、用地測量後は何年

も動きが無いように見える。その土地は今後どうするのか。

※進行状況により、日程や内容が変更になることがありますので、ご了承ください


